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第
三
国
軍
人
の
訓
練
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
七
年
五
月
二
十
三
日
政
府
は
、
「
わ
が
国
の
提
供
し
た
施
設
・ 

 

区
域
は
安
保
条
約
に
基
づ
い
て
米
軍
に
使
用
を
認
め
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
第
三
国
人
が
訓
練
の
目
的
で
在
日
米

軍
施
設
・
区
域
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
安
保
条
約
上
認
め
ら
れ
な
い
」
と
答
弁
し
て
い
る
（
昭
和
四
十
七
年
五
月
十

三
日
、
日
本
共
産
党
の
松
本
善
明
議
員
の
質
問
主
意
書
に
対
し
て
）
。 

今
回
の
「
セ
イ
バ
ー
・
ス
ピ
リ
ッ
ト
Ⅱ
」
と
い
う
名
称
の
爆
弾
装
着
訓
練
競
技
は
、
武
器
積
載
の
迅
速
、
安
全

性
、
信
頼
度
を
総
合
的
に
テ
ス
ト
す
る
も
の
で
、
日
常
訓
練
の
総
仕
上
げ
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
競
技
と

は
言
え
訓
練
の
一
環
を
な
す
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。 

沖
縄
の
米
軍
嘉
手
納
基
地
で
、
米
第
五
空
軍
が
主
催
し
て
行
つ
た
航
空
機
に
ミ
サ
イ
ル
や
爆
弾
な
ど
を
積
載
、

装
着
す
る
訓
練
競
技
に
韓
国
軍
部
隊
が
参
加
し
て
い
た
こ
と
が
去
る
九
月
三
十
日
、
明
ら
か
に
な
つ
た
。 
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韓
国
軍
部
隊
の
米
空
軍
訓
練
競
技
参
加
が
、
日
米
安
保
条
約
に
さ
え
反
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
事
実

上
、
在
日
米
軍
基
地
で
の
第
三
国
軍
人
訓
練
に
道
を
開
く
と
と
も
に
、
日
米
韓
軍
事
一
体
化
、
共
同
作
戦
を
な
し

崩
し
的
に
進
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
絶
対
に
許
す
こ
と
は
で
き
な
い
。 

一 

韓
国
軍
部
隊
の
米
空
軍
訓
練
競
技
参
加
に
つ
い
て
、
本
年
十
月
四
日
の
衆
議
院
外
務
委
員
会
で
安
倍
外
務
大

臣
は
、
最
終
的
に
調
査
を
し
て
結
論
を
出
し
た
い
と
し
な
が
ら
も
「
単
な
る
親
善
を
目
的
と
し
た
競
技
へ
の
参

加
な
ら
地
位
協
定
上
は
違
反
に
な
ら
な
い
ん
じ
や
な
い
か
」
と
答
弁
し
た
。 

2 

名
称
が
競
技
と
つ
け
ば
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
も
参
加
が
許
さ
れ
る
の
か
。 

1 

訓
練
と
競
技
が
ど
う
違
う
の
か
。
そ
の
具
体
的
な
基
準
を
示
さ
れ
た
い
。 

米
第
五
空
軍
の
実
践
的
な
ミ
サ
イ
ル
・
爆
弾
装
着
訓
練
競
技
へ
の
韓
国
軍
部
隊
の
参
加
を
「
親
善
目
的
の
競

技
」
参
加
な
ら
在
日
米
軍
地
位
協
定
上
許
さ
れ
る
が
ご
と
き
表
明
を
し
た
こ
と
は
重
大
で
あ
る
。 

従
つ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
た
だ
し
た
い
。 
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二 

韓
国
軍
部
隊
が
参
加
し
て
行
わ
れ
た
米
第
五
空
軍
主
催
の
「
セ
イ
バ
ー
・
ス
ピ
リ
ッ
ト
Ⅱ
」
と
名
付
け
ら
れ
た

ミ
サ
イ
ル
・
爆
弾
積
載
装
着
訓
練
競
技
の
概
要
を
次
に
従
つ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

4 

こ
の
専
門
要
員
は
す
べ
て
六
四
九
七
統
合
航
空
機
整
備
中
隊
に
所
属
す
る
の
か
。
こ
れ
以
外
の
所
属
部
隊 

3 

訓
練
競
技
に
参
加
し
た
韓
国
軍
部
隊
は
八
チ
ー
ム
中
の
一
チ
ー
ム
か
。 

2 

八
チ
ー
ム
が
参
加
し
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
参
加
部
隊
名 

1 

訓
練
競
技
の
期
間
及
び
内
容 

4 

安
倍
外
務
大
臣
の
答
弁
は
撤
回
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
政
府
の
見
解
を
求
め
る
。 

3 

今
回
の
競
技
な
る
も
の
の
内
容
は
、
ま
さ
に
訓
練
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
か
。 

例
え
ば
、
小
銃
、
迫
撃
砲
、
戦
車
砲
な
ど
に
よ
る
実
弾
射
撃
訓
練
競
技
へ
の
参
加
も
認
め
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
か
。 

韓
国
の
大
邱
基
地
か
ら
派
遣
さ
れ
た
兵
器
専
門
要
員
は
九
人
だ
け
か
。 

五 

 



 

8 

一
九
七
二
年
の
沖
縄
復
帰
以
降
、
沖
縄
を
始
め
と
す
る
全
国
の
在
日
米
軍
基
地
に
お
い
て
、
韓
国
な
ど
第

三
国
軍
人
が
、
今
回
の
よ
う
な
訓
練
競
技
に
参
加
し
た
例
が
あ
る
か
。
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
回
数 

7 

こ
の
訓
練
競
技
に
自
衛
隊
は
参
加
し
な
か
つ
た
の
か
。 

6 

他
に
参
加
並
び
に
見
学
し
た
韓
国
軍
部
隊
、
要
員
等
は
い
な
い
の
か
。 

5 
同
航
空
機
整
備
中
隊
は
、
韓
国
群
山
基
地
の
在
韓
米
空
軍
第
八
戦
術
戦
闘
航
空
団
の
第
四
九
七
戦
術
戦
闘

飛
行
隊
に
付
属
す
る
の
か
。 

で
あ
れ
ば
、
そ
の
名
称
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

ま
た
、
同
整
備
中
隊
は
通
常
、
在
韓
米
空
軍
の
機
材
整
備
、
ミ
サ
イ
ル
、
弾
薬
の
装
着
を
行
つ
て
い
る
の

で
は
な
い
の
か
。 

防

衛
庁
は
、
自
衛
隊
員
十
六
名
が
「
見
学
」
し
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、
何
の
た
め
の
「
見
学
」
か
。
隊
員

の
所
属
部
隊
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

六 

 



 

三 

外
務
省
の
北
村
北
米
局
長
は
、
在
日
米
軍
基
地
に
お
い
て
米
軍
が
持
つ
て
い
る
管
理
権
の
下
で
第
三
国
人
が

親
善
で
視
察
あ
る
い
は
連
絡
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
お
り
、
韓
国
軍
人
が
訓
練
を
見
学
す
る
こ
と
も
、
そ
の
な

か
に
入
る
場
合
も
あ
ろ
う
か
と
考
え
て
い
る
旨
答
え
て
い
る
（
昭
和
五
十
八
年
十
月
四
日
、
衆
議
院
外
務
委
員

会
）
。 

2 

韓
国
軍
人
が
訓
練
の
見
学
を
許
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
例
え
ば
沖
縄
で
行
わ
れ
た
米
軍
の
大
規
模
な
上
陸

演
習
〝
フ
ォ
ー
ト
レ
ス
・
ゲ
イ
ル
〟
や
〝
バ
リ
ア
ン
ト
・
ブ
リ
ッ
ツ
’83
〟
、
さ
ら
に
米
戦
略
空
軍
の
世
界
的
規
模 

1 

韓
国
軍
人
が
在
日
米
軍
基
地
で
軍
事
訓
練
の
見
学
を
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
場
合
か
。 

9 
昭
和
四
十
七
年
か
ら
昭
和
五
十
七
年
ま
で
の
間
、
嘉
手
納
の
米
空
軍
基
地
に
第
三
国
人
が
二
千
二
百
四
十

九
名
入
国
し
て
い
る
が
、
国
別
内
訳
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

及
び
参
加
軍
人
の
国
籍
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

こ
の
な
か
で
韓
国
軍
人
は
何
名
か
、
そ
れ
ら
の
軍
人
の
入
国
目
的
は
何
か
。 

七 

 



 

 

八 

の
核
戦
争
を
想
定
し
た
演
習
と
言
わ
れ
て
い
る
〝
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ー
ル
ド
〟
な
ど
を
見
学
す
る
こ
と
も
、
今

後
は
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
か
。 

3 

韓
国
軍
部
隊
が
在
韓
米
空
軍
の
一
員
と
し
て
、
在
日
米
軍
基
地
で
訓
練
を
行
う
場
合
で
も
、
そ
れ
は
許
さ

れ
な
い
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

ま
た
、
そ
の
訓
練
が
米
軍
の
軍
事
訓
練
の
一
環
で
あ
る
と
し
て
も
同
様
に
日
米
安
保
条
約
並
び
に
在
日
米

軍
地
位
協
定
上
、
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
政
府
の
明
瞭
な
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

四 

韓
国
軍
部
隊
の
米
空
軍
訓
練
競
技
参
加
に
つ
い
て
、
安
倍
外
務
大
臣
は
、「
調
査
し
て
結
論
を
出
し
た
い
」
と

答
弁
し
て
い
る
（
昭
和
五
十
八
年
十
月
四
日
、
衆
議
院
外
務
委
員
会
）
。 

調
査
結
果
と
結
論
を
伺
い
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


